
別紙
―　参　照　―

１　暴力団

　その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的
不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。

２　暴力団員
　暴力団の構成員をいいます。
３　これらの者と密接な関係を有する者
　暴力団又は暴力団員であることを知りながら次に掲げる行為を行った者をいいます。

　(１)　暴力団員を役員等経営幹部とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させて
　　　いる者

　(２)　暴力団員を雇用している者
　(３)　暴力団又は暴力団員を代理人、受託者等として使用している者
　(４)　暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与える者
　(５)　暴力団又は暴力団員を問題解決等のために利用する者
　(６)　暴力団又は暴力団員と密接な交際をする者
　(７)　暴力団又は暴力団員であること又は(１)から(６)までのいずれかの行為を行う者であ
　　　ると知りながら、その者に建設工事等（建設関連業務を含む。）の下請等（再委託を含
　　　む。）をさせる者
※遠野市暴力団排除条例（平成24年遠野市条例第29号）抜粋
（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
　　　ろによる。

 （1)　 ［略］

　 （2）　暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」と
　　　　いう。)　第２条第２号に規定する暴力団をいう。

　２ 　暴力団　その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常
　　習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

　３ ～５ 　［略］
　６ 　暴力団員　暴力団の構成員をいう。

　 （3）　暴力団員　法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
 （4）～（6）　 ［略］
（市の事務における措置）

第６条　市は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第 127
　）第２条第２項に規定する公共工事の発注、物品の購入その他市の事務（以下「公共工事の
　発注等」という。）により暴力団を利することとならないよう、公共工事の発注等から暴力
　団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講ずるも
　のとする。

２　市は、公共工事の発注等に関し書面による契約を締結するときは、当該契約において、当
　該契約の相手方が、当該契約の履行に当たり締結する契約の相手方から暴力団員及び暴力団
　又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講じなければならない旨
　の規定を定めるものとする。

※　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）抜粋

　７及び８　［略］

（定義）

第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
　　　ろによる。

　１ 　［略］


